


（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者でないこと。 

（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと、又は法人であってその

役員が暴力団員でないこと。 

    

３ 契約条項を示す場所 

１２ 問い合わせ先 

 

４ 仕様書の内容に関する質問 

（１）質問受付期間 

公告の日から令和７年５月１９日（月）１７時１５分まで 

（２）受付方法 

市ホームページよりダウンロードした「質問書」（様式１）を、下記メールアドレス

へ送付し、事務局へ電話にて着信を確認すること。なお、電話による質問は受け付け

ない。 

    E-mail：jimukan@city.kurume.lg.jp 

（３）回答方法 

令和７年５月２３日（金）までに、市ホームページへ公開し、各質問者へメールに 

て案内する。 

 

５ 入札参加資格の確認 

入札参加を希望する者は、以下の（１）①～②に掲げる提出書類を添付してふくおか電子

申請サービスにて申請すること。 

（１）提出書類 

① 納入予定の機器が全ての仕様を満たすことを示す根拠資料（カタログのコピー等） 

  ※該当部分のみスキャンして提出すること。また、該当部分をマーカーするなどし

て分かりやすく示すこと。 

※スキャンするページが多いなどの理由で電子申請時にファイルを添付できない

場合は、現物を事務局まで持参することも可能。 

  ② 契約実績表（様式２） 

    令和５年４月以降に本業務と類似する業務に対して、官公署での受注実績があれば

その実績を記入すること。 

（２）提出期限及び注意事項 

令和７年５月３０日（金）２３時５９分まで（時間厳守） 

     期限までに提出がなかった場合は、「カット紙メールシーラー賃貸借」に関する条

件付一般競争入札への参加が出来ないものとする。なお、未達・遅延等が発生した際、

原因の如何を問わず、本市は申請の受付は行わない。 

（３）ふくおか電子申請サービス申請先 URL 

mailto:jimukan@city.kurume.lg.jp


https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetudu

ki&lgCd=402036&shinseiFmtNo=mailse&shinseiEdaban=01 

※なお、申請の方法が電子申請により難い場合は、「１２ 問い合わせ先」より事務

局へご相談ください。 

（４）入札参加資格確認通知 

入札参加資格確認の申請をした者には、資格審査を行った後、入札参加資格の有無を

メールにて連絡、通知する。 

通知時期：令和７年６月６日（金）通知予定 

※通知時期を過ぎても登録したメールアドレスに通知が届かない場合は、「１２ 問

い合わせ先」へ問い合わせること。 

※通知メールの受付番号が申請時に通知された受付番号と一致するか確認すること。 

 （５）経費及び遵守すべき事項 

① 提出資料作成並びに申請に要する費用はすべて申請者の負担とする。 

② 申請内容・提出資料に虚偽の記載をした場合は、無効とする。 

③ 提出資料は返却しない。 

④ 提出資料は、公平性、透明性、客観性を期すため「久留米市情報公開条例」等の関

連規定に基づき公表することがある。 

⑤ 申請内容・提出資料の内容について、本市より問い合わせを行う場合がある。 

⑥ 提出資料作成のために久留米市から受領した資料等は、久留米市の了解なく公表又

は使用することはできない。 

 

６ 入札及び落札者の決定方法 

条件付き一般競争入札。郵便入札により行う。入札参加資格確認通知で入札参加資格が

有るとされた者のみ、以下のとおり郵送により、入札に参加すること。（入札参加資格なし

とされた者及び期限までに申請がなかった者は、入札に参加できない。） 

（１）入札書の様式 

市ホームページよりダウンロードすること。 

（２）提出期限 

令和７年６月１３日（金）１７時１５分必着（期限厳守） 

（３）提出先（宛先） 

１２ 問い合わせ先 

（４）郵送方法 

  ① 一般書留又は簡易書留のいずれかで郵送すること。持参不可。 

  ② 封筒表面に、「『カット紙メールシーラー賃貸借』入札書在中」と記載すること。 

③ 封筒裏面に、差出人の住所、商号（名称）、代表者の職名及び氏名を記入する。 

また、封緘（封の糊付け）、封筒の継ぎ目に押印すること。 

なお、縦書き・横書きどちらでも有効とする。 

  ④ 郵便入札以外の受理及び締め切り後の入札書の受理は、一切認めない。 

 （５）入札辞退 

    入札辞退は自由とする。ただし、必ず事前に事務局へ連絡すること。 

https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=402036&shinseiFmtNo=mailse&shinseiEdaban=01
https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=402036&shinseiFmtNo=mailse&shinseiEdaban=01


７ 開札 

（１）日時 

令和７年６月１６日（月）１３時１５分 

（２）場所 

久留米市役所本庁 ５階 ５０１会議室 

（３）立会 

入札者のうち、立会い希望者を立ち合わせる。ただし、希望者がいないときは、入札 

関係事務に関係のない市の職員を立ち合わせるものとする。 

（４）落札者の決定方法 

入札書比較価格以下の範囲で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。落札と 

なるべき同価の入札をしたものが２者以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定す

る。なお、入札が１者であった場合においても、その入札は有効とする。 

（５）落札結果の通知 

開札後、令和７年６月１６日（月）中に、入札に参加した者へメールにて連絡を行い

（入札に立ち会った者を除く）、後日書面にて通知する。 

 

８ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

 （１）入札保証金 

    入札保証金は、久留米市契約事務規則第７条第３項により免除する。 

 （２）契約保証金 

落札者は、契約までに、１２月分の契約金額に１００分の１０を乗じた金額以上を納

めること。ただし、会計規則第１０５条に規定する有価証券又は市長が確実と認める金

融機関の保証をもって代えることができる。また、久留米市契約事務規則第２７条に該

当する場合は減免する。 

 

９ 入札の無効に関する事項 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

（１）入札参加資格のない者が入札したとき。 

（２）入札金額が入札書比較価格を超えるとき。 

（３）所定の場所及び日時までに入札書が提出されないとき。 

（４）入札書に入札金額の記載がないとき、又は入札金額が判読できないとき。 

（５）入札書に記載された事項に誤字又は脱字等があって必要事項を確認できないとき。 

（６）入札書に入札者又はその代理人の記名押印がないとき。 

（７）同一の入札者が２以上の入札をしたとき。 

（８）法令又は入札に関する条件に違反したとき。 

 

１０ その他 

（１）契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札参加に係る費用は、入札参加者の負担とする。 

（３）入札参加者は、地方自治法、地方自治法施行令、久留米市契約事務規則その他関係法



令を遵守すること。 

（４）落札決定後に、当該落札決定者が無効な入札を行っていたことが判明した場合には、

落札決定を取り消す場合がある。 

（５）不正な入札があると認めたとき、又は天災地変その他の理由により入札を続行するこ

とが困難であると認めたときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止すること

がある。 

 （６）本入札に関する資料や各種様式は下記のページよりダウンロードすること。 

久留米市ホームページ（https://www.city.kurume.fukuoka.jp/） 

TOP→創業・産業・ビジネス→入札契約情報→契約課以外の入札情報→その他一般競争入札 

→【募集】カット紙メールシーラー賃貸借 

 

１１ 全体スケジュール（予定） 

令和７年５月１９日（月） 質問書の提出締め切り 

令和７年５月２３日（金） 質問書に対する回答 

令和７年５月３０日（金） 入札参加資格確認申請の締め切り 

令和７年６月６日（金） 入札参加資格者の確認通知 

令和７年６月１３日（金） 入札書の提出締め切り 

令和７年６月１６日（月） 入札（開札）の実施、本業務履行業者の決定 

令和７年６月１６日（月）以降 契約締結 

令和７年８月１日（金） 賃貸借開始 

 

１２ 問い合わせ先（事務局） 

  【本入札及び業務全般に関すること】 

久留米市総務部情報政策課（久留米市庁舎５階） 

担当：川原・桝永 

〒８３０－８５２０ 

久留米市城南町１５番地３  

電 話：０９４２－３０－９０６０ 

ＦＡＸ：０９４２－３０－９７０８ 

E-mail：jimukan@city.kurume.lg.jp 

 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/
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